
東
京
都
告
示
第
百
十
九
号 

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
条
の
規
定
に
基

づ
き
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

平
成
二
十
六
年
二
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
京
都
知
事
代
理 

 

副
知
事 

安 

藤 

立 

美 

第
一 

起
業
者
の
名
称 

小
金
井
市 

第
二 

事
業
の
種
類 

一
般
都
道
百
三
十
四
号
改
築
工
事
（
恋
ヶ
窪
新
田
三
鷹
線
・
東
京
都
小
金
井
市
本

町
一
丁
目
地
内
か
ら
同
市
中
町
三
丁
目
地
内
ま
で
） 

第
三 

起
業
地 

一 

収
用
の
部
分 

小
金
井
市
本
町
一
丁
目
、
同
市
中
町
一
丁
目
、
同
市
中
町
三
丁
目
及
び
同
市
中
町

四
丁
目
地
内 

二 

使
用
の
部
分 

な
し 

第
四 

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

本
件
申
請
に
係
る
事
業
は
、
以
下
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判

断
さ
れ
る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。 

一 

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

申
請
に
係
る
事
業
は
、
小
金
井
市
本
町
一
丁
目
地
内
か
ら
同
市
中
町
三
丁
目
地
内
ま
で
の
延
長
四

百
七
十
五
メ
ー
ト
ル
を
全
体
計
画
区
間
と
し
、
か
つ
、
起
業
地
と
す
る
「
一
般
都
道
百
三
十
四
号
改

築
工
事
」（
以
下
「
本
事
業
」
と
い
う
。）
で
あ
る
。 

本
事
業
は
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
都
道
に

つ
い
て
、
同
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
、
道
路
に
関
す
る
工
事

を
行
う
も
の
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
道
路
法
に
よ
る
道
路
に
関
す
る
事
業
に
該
当

す
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

二 

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

起
業
者
で
あ
る
小
金
井
市
（
以
下
「
起
業
者
」
と
い
う
。）
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法



律
第
六
十
七
号
）
第
一
条
の
三
第
二
項
の
普
通
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
。 

起
業
者
は
、
東
京
都
と
平
成
十
一
年
四
月
三
十
日
に
「
み
ち
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り
パ
ー
ト
ナ
ー

事
業
」
に
係
る
都
道
整
備
に
関
し
て
受
託
施
行
の
基
本
協
定
及
び
用
地
取
得
委
託
協
定
を
締
結
し
て

お
り
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
に
は
、
同
事
業
の
継
続
事
業
で
あ
る
「
新
み
ち
づ
く
り
・
ま
ち
づ

く
り
パ
ー
ト
ナ
ー
事
業
」
に
係
る
都
道
整
備
に
関
し
て
受
託
施
行
の
基
本
協
定
及
び
用
地
取
得
委
託

協
定
を
締
結
し
て
い
る
の
で
、
本
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
権
限
を
有
し
て
い
る
。 

こ
の
「
新
み
ち
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り
パ
ー
ト
ナ
ー
事
業
」
に
要
す
る
財
源
に
つ
い
て
は
、
起
業

者
に
お
い
て
確
保
さ
れ
て
お
り
、
工
事
の
計
画
及
び
施
行
、
用
地
取
得
の
協
議
等
に
つ
い
て
は
、
起

業
者
の
職
員
が
用
地
取
得
の
円
満
解
決
に
向
け
て
関
係
者
と
協
議
を
続
け
て
い
る
な
ど
、
事
業
の
遂

行
に
当
た
っ
て
い
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
起
業
者
は
本
事
業
を
遂
行
す
る
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

三 

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

㈠ 

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益 

一
般
都
道
百
三
十
四
号
恋
ヶ
窪
新
田
三
鷹
線
（
以
下
「
本
路
線
」
と
い
う
。）
は
、
国
分
寺
市
東

恋
ケ
窪
六
丁
目
地
内
の
主
要
地
方
道
十
七
号
所
沢
府
中
線
と
の
接
続
部
を
起
点
と
し
て
小
平
市
及

び
小
金
井
市
を
経
由
し
、
三
鷹
市
牟
礼
三
丁
目
地
内
の
一
般
都
道
百
十
号
府
中
三
鷹
線
と
の
接
続

部
を
終
点
と
す
る
、
延
長
約
十
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
路
線
で
あ
る
。 

こ
の
う
ち
、
小
金
井
市
内
に
お
け
る
本
路
線
は
、「
小
金
井
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の

中
で
同
市
の
総
合
拠
点
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
武
蔵
小
金
井
駅
周
辺
の
市
街
地
再
開
発
事

業
の
南
側
に
位
置
し
、
同
市
南
部
を
東
西
に
結
ぶ
幹
線
道
路
と
し
て
、
都
市
活
動
軸
の
役
割
を
担

っ
て
い
る
。 

本
路
線
の
う
ち
小
金
井
市
本
町
一
丁
目
地
内
か
ら
同
市
中
町
三
丁
目
地
内
ま
で
の
延
長
四
百
七

十
五
メ
ー
ト
ル
区
間
（
以
下
「
現
道
」
と
い
う
。）
は
、
市
内
の
主
要
な
南
北
道
路
で
あ
る
主
要
地

方
道
十
五
号
府
中
清
瀬
線
と
、
同
じ
く
南
北
道
路
で
あ
る
小
金
井
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
十
二

号
多
磨
墓
地
小
金
井
公
園
線
と
を
東
西
に
結
ぶ
重
要
な
路
線
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
車
道
幅

員
が
二
車
線
で
合
計
六
・
五
メ
ー
ト
ル
し
か
な
い
状
態
で
あ
る
。 



ま
た
、
本
路
線
は
、
路
線
バ
ス
及
び
同
市
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
運
行
経
路
と
な
っ
て
い
る

が
、
現
道
内
に
四
箇
所
あ
る
バ
ス
停
留
所
の
位
置
に
は
、
い
ず
れ
も
バ
ス
ベ
イ
が
な
く
、
バ
ス
が

停
車
す
る
た
び
に
後
続
車
の
滞
留
が
発
生
し
、
渋
滞
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
現
道
内
に
あ
る
小
金
井
一
小
前
交
差
点
（
以
下
「
一
小
前
交
差
点
」
と
い
う
。）
に
は
、

東
か
ら
進
入
し
た
車
両
が
右
折
し
て
北
へ
向
か
う
た
め
の
右
折
車
線
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

の
た
め
、
右
折
し
よ
う
と
す
る
車
両
が
、
西
か
ら
東
へ
直
進
す
る
対
向
車
の
通
過
を
待
つ
間
に
後

続
車
が
滞
留
し
、
渋
滞
が
発
生
し
て
い
る
。 

起
業
者
が
、
平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日
に
任
意
で
実
施
し
た
一
小
前
交
差
点
付
近
に
お
け
る

交
通
量
調
査
に
よ
る
と
、
自
動
車
交
通
量
は
、
平
日
の
午
前
七
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で
の
十
二
時

間
で
一
万
百
七
十
九
台
で
あ
り
、
混
雑
度
は
、
一
・
一
八
で
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
に
よ
り
、
現
道
を
通
過
す
る
緊
急
車
両
の
通
行
に
も
支
障
を
来
し
て
い
る
。 

歩
道
に
つ
い
て
は
、
有
効
幅
員
が
約
一
・
三
メ
ー
ト
ル
し
か
な
い
箇
所
が
一
部
存
在
し
て
お
り
、

道
路
構
造
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
及
び
都
道
に
お
け
る
道
路
構
造
の
技
術
的

基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
七
号
）（
以
下
「
道
路
構
造
令
等
」

と
い
う
。）
に
規
定
す
る
最
低
幅
員
の
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
を
満
た
し
て
い
な
い
上
、
段
差
及
び
勾
配

が
存
在
す
る
箇
所
も
あ
る
。 

起
業
者
が
実
施
し
た
当
該
調
査
の
結
果
に
よ
る
と
、
同
日
の
同
地
点
に
お
け
る
歩
行
者
交
通
量

は
、
午
前
七
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で
の
十
二
時
間
で
千
百
六
十
四
人
で
あ
り
、
東
京
多
摩
地
域
の

人
口
集
中
地
区
に
お
け
る
一
般
都
道
の
平
均
値
で
あ
る
八
百
三
十
二
人
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
現
道
は
、
武
蔵
小
金
井
駅
、
市
役
所
等
の
公
共
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
路
等
と
し

て
多
く
利
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
付
近
に
あ
る
小
学
校
及
び
中
学
校
の
通
学
路
に
指
定
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歩
行
者
の
円
滑
で
安
全
な
通
行
に
支
障
が
生
じ
て
お
り
、
歩
道
に
お
け

る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
へ
の
対
応
も
不
全
な
状
態
で
あ
る
。
加
え
て
、
現
道
の
車
道
に
は
、
停
車
帯
が

設
置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
自
転
車
通
行
者
は
、
渋
滞
す
る
車
道
の
路
肩
を
通
行
せ
ざ
る
を

得
ず
、
危
険
な
状
態
に
あ
る
。 

な
お
、
一
小
前
交
差
点
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
か
ら
同
二
十
四
年
ま
で
の
三
年
間
に
九

件
も
の
人
身
事
故
が
発
生
し
て
い
る
。 



さ
ら
に
、
現
道
に
は
、
沿
道
に
低
層
の
木
造
家
屋
が
点
在
し
て
い
る
上
、
道
路
空
間
が
十
分
に

確
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
火
災
時
に
他
の
区
域
へ
飛
び
火
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
延
焼
遮

断
帯
と
し
て
の
役
割
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
加
え
て
、
本
路
線
は
、
東
京
都

の
第
二
次
及
び
第
三
次
の
緊
急
輸
送
道
路
に
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
現
道
に
は
、
電
柱
が
多
く
建

ち
並
ん
で
い
る
た
め
、
震
災
時
に
こ
れ
ら
が
倒
壊
し
て
道
路
を
遮
断
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
場
合
に
は
、
本
路
線
は
、
緊
急
輸
送
道
路
と
し
て
の
機
能
が
果
た
せ
ず
、
ま
た
、
本
路
線

沿
道
に
所
在
す
る
市
役
所
、
消
防
署
、
警
察
署
な
ど
の
防
災
拠
点
に
通
じ
る
通
行
路
の
確
保
も
著

し
く
困
難
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
事
業
は
、
現
道
の
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
し
、
改
善
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

本
事
業
の
完
成
に
よ
り
、
二
車
線
の
車
道
は
、
車
線
部
が
幅
員
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
に
整
備
さ
れ
、

そ
の
外
側
に
各
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
停
車
帯
が
設
置
さ
れ
る
た
め
、
車
道
幅
員
が
合
計
九
・
〇
メ

ー
ト
ル
と
な
る
。
ま
た
、
バ
ス
停
留
所
の
位
置
に
バ
ス
ベ
イ
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
バ
ス
停

車
時
の
後
続
車
の
滞
留
が
な
く
な
り
、
一
小
前
交
差
点
に
は
右
折
車
線
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、

右
折
車
の
滞
留
が
な
く
な
る
こ
と
で
、
渋
滞
が
解
消
さ
れ
る
。 

そ
の
結
果
、
現
道
の
混
雑
度
は
、
本
事
業
施
行
前
の
一
・
一
八
か
ら
〇
・
八
四
に
改
善
さ
れ
、

緊
急
車
両
を
含
む
自
動
車
の
円
滑
な
通
行
が
実
現
す
る
。 

歩
道
は
、
停
車
帯
の
更
に
外
側
に
設
置
さ
れ
、
片
側
が
植
樹
桝 ま

す

〇
・
七
六
メ
ー
ト
ル
を
含
む
三
・

五
メ
ー
ト
ル
、
両
側
の
合
計
で
七
・
〇
メ
ー
ト
ル
に
拡
幅
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
歩
行
空
間
が

拡
大
し
歩
行
者
通
行
の
円
滑
化
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
歩
道
上
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
対
応
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
、
通
学
児
童
を
含
む
子
供
、
高
齢
者
、
障
害
の
あ
る
人
等
の
安
全
性
が

向
上
す
る
。
さ
ら
に
、
本
路
線
の
沿
道
に
所
在
す
る
市
役
所
、
福
祉
会
館
等
の
公
共
施
設
へ
の
ア

ク
セ
ス
利
便
性
が
向
上
し
、
停
車
帯
の
設
置
と
併
せ
て
、
歩
道
及
び
車
道
の
空
間
が
確
保
さ
れ
る

た
め
、
自
転
車
通
行
者
の
安
全
性
も
向
上
す
る
。 

防
災
面
で
は
、
道
路
の
拡
幅
に
よ
り
延
焼
遮
断
帯
と
し
て
の
空
間
が
確
保
さ
れ
る
。
ま
た
、
電

線
類
の
地
中
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
震
災
時
に
電
柱
が
倒
壊
し
て
道
路
を
遮
断
す
る
お
そ
れ
が

な
く
な
り
、
現
道
を
含
む
本
路
線
が
、
災
害
時
の
緊
急
輸
送
道
路
と
し
て
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と



が
可
能
に
な
る
と
と
も
に
、
防
災
拠
点
と
な
る
市
役
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
並
び
に
消
防
署
及
び
警
察

署
か
ら
の
出
動
経
路
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と
認
め

ら
れ
る
。 

㈡ 

失
わ
れ
る
利
益 

本
事
業
が
生
活
環
境
等
に
与
え
る
影
響
等
に
つ
い
て
は
、
本
事
業
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平

成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
条
第
四
項
及
び
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年

東
京
都
条
例
第
九
十
六
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
対
象
事
業
の
要
件
に
は
該
当
し
な
い
が
、

起
業
者
が
平
成
二
十
五
年
三
月
に
任
意
で
実
施
し
た
環
境
影
響
調
査
の
結
果
に
よ
る
と
、
大
気
質
、

騒
音
及
び
振
動
の
全
て
に
お
い
て
環
境
基
準
等
を
満
た
し
て
い
る
。 

一
方
、
現
道
周
辺
は
市
街
化
区
域
で
あ
っ
て
、
沿
道
に
は
建
物
が
建
築
さ
れ
て
お
り
、
保
全
す

べ
き
動
植
物
等
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。 

ま
た
、
現
道
内
に
は
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ
る
周
知

の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
が
二
箇
所
存
在
す
る
が
、
い
ず
れ
も
平
成
十
八
年
三
月
に
小
金
井
市
教
育

委
員
会
と
の
協
議
及
び
調
整
を
完
了
し
て
お
り
、
適
切
に
保
存
処
置
等
を
実
施
す
る
旨
を
確
認
し

て
い
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

㈢ 

事
業
計
画
の
合
理
性 

本
事
業
は
、
現
道
の
交
通
渋
滞
の
緩
和
並
び
に
歩
行
者
等
の
交
通
安
全
の
確
保
及
び
公
共
施
設

へ
の
ア
ク
セ
ス
機
能
の
向
上
並
び
に
地
域
の
防
災
機
能
の
向
上
を
目
的
と
し
て
、
現
道
拡
幅
方
式

に
よ
る
改
築
工
事
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
道
路
構
造
令
等
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
本
事
業
の
事
業
計
画
は
、
昭
和
三
十
七
年
七
月
二
十
六
日
に
都
市
計
画
決
定
さ
れ
、
平

成
元
年
六
月
十
六
日
に
小
金
井
都
市
計
画
道
路
三
・
四
・
三
号
新
小
金
井
貫
井
線
と
し
て
名
称
変

更
さ
れ
た
都
市
計
画
道
路
と
、
起
点
及
び
終
点
の
位
置
を
除
い
て
内
容
が
整
合
し
て
い
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
事
業
の
事
業
計
画
は
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡

量
す
る
と
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
法
第
二



十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

四 
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性 

㈠ 

事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性 

三
㈠
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
道
に
お
け
る
渋
滞
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
、
歩
行
者
及
び
自
転
車

通
行
者
の
円
滑
で
安
全
な
通
行
に
支
障
を
生
じ
て
い
る
こ
と
、
火
災
時
の
延
焼
遮
断
帯
と
し
て
の

機
能
が
不
全
で
あ
る
こ
と
、
緊
急
輸
送
道
路
と
し
て
の
災
害
対
策
上
の
機
能
に
支
障
を
来
す
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
本
事
業
を
施
行
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
必

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

㈡ 

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性 

本
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
現
道
に
お
け
る
道
路
の
改
築
に
要
す
る
最
小
限
の
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
本
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
本
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
収
用
又
は
使
用
の
別
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
事
業
は
、
土
地
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

五 

結
論 

以
上
の
と
お
り
、
本
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

第
五 

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

小
金
井
市
役
所 


